
船舶事故調査報告書 

平成３１年３月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３０年９月２３日 ０４時２５分ごろ 

発生場所 宮崎県串間
く し ま

市永田埼西方沖 

鬢
びん

垂
だれ

島灯台から真方位１４５°１.６海里付近 

（概位 北緯３１°２４.３′ 東経１３１°１４.０′） 

事故の概要 プレジャーボート和幸
わ こ う

丸は、航行中、浅瀬に乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成３０年１０月３日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 和幸丸 、５トン未満（長さ８.２９ｍ） 

２９４－１７４４４鹿児島、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

 負傷者 軽傷 １人（船長） 

 損傷 船首部船底外板に破口 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 １ 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、釣りを終えて

帰港の目的で、串間市鬢垂島の西方沖を船首目標として同市荒埼
あらさき

沖を

出発し、同市福島港に向けて北西進した。 

船長は、左舷前方にいけす
．．．

の灯光を認めたので、目測で右舵を取っ

て永田埼西方沖を北北西進中、浅瀬に乗り揚げた。 

船長は、乗り揚げた衝撃で倒れ込み、頭部に裂傷を負った。 

船長は、本船が乗り揚げた浅瀬の存在を知っていたが、本事故当

時、ＧＰＳプロッターの航跡をリセットし、拡大率を最大にした状態

で航行したので、周囲よりも急に浅くなっていることに気付かなかっ

たと本事故後に思った。 

 船長及び同乗者は、本事故当時、救命胴衣を着用していた。 

分析 本船は、永田埼西方沖を北西進中、船長が、左舷前方にいけす
．．．

の灯

光を認めた際、船位の確認を適切に行わずに目測で右舵を取って航行

したことから、永田埼西方沖の浅瀬に向かっていることに気付かず、

同浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、永田埼西方沖を北西進中、船長が、左舷

前方にいけす
．．．

の灯光を認めた際、船位の確認を適切に行わずに目測で

右舵を取って航行したため、永田埼西方沖の浅瀬に向かっていること

に気付かず、同浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 



 

・ＧＰＳプロッターを使用する際は、適切な拡大率に切り替えて船

位の確認を適切に行うこと。 


